
令和２年度 松浪地区まちぢから協議会 第９回 運営委員会 次第 

日時 令和３年１月１３日（水）９：３０～  

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

※開催中止（自治会長部会で情報共有）

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）公募委員について 

（２）その他 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 広報委員会からの報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

（１）松浪地区社会福祉協議会 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会

(６) 松浪地区スポーツ少年団
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(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 食生活改善推進団体

(１５) 浜竹一丁目自治会

(１６) 浜竹二丁目自治会

(１７) 浜竹三丁目自治会

(１８) 浜竹四丁目自治会

(１９) 松浪一丁目自治会

(２０) 松浪二丁目自治会

(２１) 富士見町自治会

(２２) LG富士見町自治会

(２３) 常盤町自治会

(２４) 緑が浜自治会

(２５) 汐見台自治会

(２６) 出口町自治会

(２７) ひばりが丘自治会

(２８) 美住町自治会
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（２９）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

 

１４ 閉会 

 

 

次回運営委員会：令和３年２月１７日（水） ※視察研修は中止 
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案　件　名 応　募　期　間 担当課

1

令和３年度茅ヶ崎市食品
衛生監視指導計画（素
案）

令和3年1月8日（金）から
　　　 2月9日（火）まで

保健所
衛生課

2

茅ヶ崎公園体験学習セン
ターの休館日の見直しの
考え方（素案）

令和3年1月21日（木）から
　　　 2月24日（水）まで

青少年課
体験学習セン
ター

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当
　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　食品衛生法に基づく監視指導等を効率的
かつ効果的に実施し、飲食に起因する衛生
上の危害の発生を防止し、食の安全・安心
の確保を図るため、「令和３年度茅ヶ崎市
食品衛生監視指導計画（素案）」を取りま
とめました。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は１月１３日現在の予定であり、実施す
る際には、若干、変更になる可能性がございます。

　これまでの利用状況等の分析・検討を行
い、効果的な施設運営を進めるため、茅ヶ
崎公園体験学習センターの休館日の見直し
について、素案を取りまとめました。

令和３年１月１３日

まちぢから協議会連絡会 資料１

総務部 市民自治推進課
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市民・地域とともに進める環境事業センターの取組 

 

  ごみ・資源物に係る課題は多種多様であり、日頃から自治会、環境指導員の皆様に多大

なご協力をいただいております。そうした課題解決に向けて、あらためて、環境事業セン

ター職員が一丸となり、地域・市民との接点であるごみ集積場所や各種取組を介して、地

域・市民、あるいは事業者に理解を求めながら、積極的に協働していきたいと考えており

ます。 

  また、令和２年３月「茅ヶ崎市財政健全化緊急対策」策定時における財政状況に加え、

新型コロナウィルス感染症による社会状況の変化の影響を受け、本市の財政状況は逼迫し

ている状況にあります。環境事業センター（業務担当）としても、人件費や車両維持費等

の削減が避けられない中、ごみ収集という市民サービスを低下させないよう、更なる効率・

効果的な収集業務を希求してまいります。 

 

                     

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域・市民とともに課題解決 

・ 地域全般あるいは各ごみ集積場所に係る諸問

題は、日頃そのエリアに携わることが多い職員が

現地に赴き、市民の皆様と現地でともに検討する

ことも大切。通常の収集業務の中では対応しきれ

ないことを、別日程・別手法で行うことも有効。 

・ 各地域の実情に応じた取組（共に検討） 

※想定事例は裏面。 

 

２ 更なるごみ減量・資源化に向けた取組 

（１）出張リサイクル展示・譲渡会の拡充 

・ 各種イベントで実施中 

・ 新たな手法を検討し、市民に対しての減量化の

意識醸成・協力を促進 

（２）環境学習の推進 

 ・ 幼児向け環境学習「こんにちは、パッカー君」、

小学校への出張授業の実施枠の拡充 

・ 地区や自治会で行われる学習の場などへの職

員の参画機会の拡充 

【
取
組
を
進
め
る
ひ
と
つ
の
方
策
】 

第
５
水
曜
日
の
ご
み
（
燃
や
せ
な
い
ご
み
）
収
集
を
中
止 

※
令
和
３
年
４
月
か
ら
試
行 

令和３年１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

環境部 環境事業センター 
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『地域・市民とともに課題解決』想定事例 

（第５水曜日を有効に使う想定事例） 

 

 

１ ごみ集積場所のより良い維持管理・運営に向けて 

 

（１）現地での意見交換 

    茅ヶ崎市におけるごみ・資源物の集積場所は、自治会及び利用される方々の協力・

理解により、その場所などの特性に応じて維持管理、運営されるものです。 

    本市環境事業センターの職員は、多くの場所でごみ等を収集しており、多様な知見

を持ち合わせております。 

    維持管理、運営上課題のある集積場所について、地域の皆様と現場で確認しながら

意見交換をするなど、課題解決に加わらせていただきたいと思います。これらの積み

重ねにより、他地域への取組にも活かしていければ、市全体のプラスになるものと考

えております。 

    具体的な進め方については、今後検討してまいります。 

 

（２）良い事例・工夫事例等の紹介 

    前述のとおり、本市収集作業職員は、普段から多くの集積場所を見て回っているこ

とから、維持管理が行き届いていると思われる事例や良く工夫されている事例、残念

ながら不適正排出が目立ち維持管理が行き届いていない事例を目にしております。 

    多くの良い事例を皆様に知っていただき、それぞれの地域や集積場所での取組の参

考にしていただきたいと考えております。 

    今後、事例の収集方法、地域への取材、発信方法等について検討してまいります。 

 

２ その他、各地区の実情に応じた取組（共に検討） 

    上述のほか、環境事業センターから各地域に相談を持ち掛けることもあると思いま

す。また、各地域からの要請にも対応してまいります。 

    どのような取組を地域の皆様と協働できるか、引き続き検討してまいります。 
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問 資源循環課資源循環担当 ☎ 82‐1111 環境事業センター業務担当 ☎ 57‐0200

4月から

剪定枝
庭木などの手入れを行った際に出る剪定枝は、これまで燃やせるごみとして処理してきました。ごみ減量化を推進するため、剪定枝のリサイク
ルを開始します。収集された剪定枝はチップ化され、堆肥や燃料としてリサイクルされます。
▶ 剪定枝は次の方法で出してください

① 電話により予約制収集を依頼（無料）4月1日（木）から受付開始

茅ヶ崎市資源分別回収協同組合 ☎ 57-1166 受付時間 8:15～17:00 月～金（年末年始を除く）
▷ 収集日は原則として、お申込み受付日の次の水曜日となります。
▷ 枝・幹のみ（袋に入れずひもで束ねてください。葉がついていても収集します。）
▷ １本あたりの長さは１ｍ以下、太さは１㎝を超え20㎝以下、ひもで束ねた際の１束あたりの直径は35㎝以下としてください。
▷ つる、シュロ（ヤシ科の植物）、木製品は出せません。

② リサイクル施設へ直接持ち込み（無料） 4月1日（木）から持ち込み開始

㈱都実業グリーンリサイクル茅ヶ崎営業所（赤羽根3895）

☎ 55-2490 受付時間 7:00～12:00 13:00～18:00 月～土（年末年始・GW・お盆を除く）
▷ 枝・幹・草・落ち葉・つるの長さ、太さに制限なく搬入できます。シュロ（ヤシ科の植物）、木製品は持ち込めません。
▷ 搬入時は、氏名・住所を確認できる身分証明書（免許書等）を提示してください。束ねていた紐やごみ袋は持ち帰ってください。

廃食用油・金属類

▷ コンテナへ入れず、ステーションに直に出してください。（コンテナ収集は行いません。）
▷ 袋に入れず、そのままステーションに出してください。
▷ 廃食用油はスクリューキャップ式のペットボトルで転がらないように出してください。
▷ 金属類は指定10品目から8品目（なべ・やかん・フライパン・焼き網・スプーン・おろし金・ボウル・ざる）になります。
フォーク・テーブルナイフは「燃やせないごみ」へ出してください。

廃食油と金属類を月１回の収集から月２回の収集に変更（びん・かん・ペットボトルの収集日に合わせて収集）し、コンテナ収集を廃止す
ることで、収集量の増加と収集体制の効率化を図ります。

※ ①、②いずれの方法も、土や石、針金等の異物は取り除いてください。
※ これまでと同様に、環境事業センターへの持ち込みも可能（有料）

令和３年１月１３日
まちぢから協議会連絡会 資料３－１

環境部 資源循環課
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（案） 

 

 

 

令 和 ３ 年 １ 月 日  

 

 環境指導員 各位 

 

茅ヶ崎市長 佐藤 光  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

   令和２年度環境指導員全体会議について（通知） 

 

 寒冷の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本市の環境行政にご理解と

ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、このことについて、この度の緊急事態宣言の再発令を受け、中止とさせていただきます。皆さ

まには、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。 

 なお、会議当日に配布を予定していました資料につきましては、本状とともに送付させていただきま

す。また、同じく配布予定であった啓発看板につきましては、次のとおり配布を行いますので、お受け

取りにお越しくださるとともに、ご担当される資源物集積場所に掲示してくださいますようお願い申し

上げます。 

 

１ 配 布 物 啓発看板「令和３年４月から剪定枝・廃食用油・金属類の出し方が変わります‼」 

       ※ Ａ３（297mm×420mm）サイズ（ラミネート加工・四隅穴あけ済み） 

２ 配布場所 資源循環課（市役所本庁舎２階）及び環境事業センター業務担当 

３ 配布期間 令和３年１月 25日㈪～令和３年２月５日㈮ 

       ※ 土日を除く８：30～17：00 

       ※ 収集カレンダー⑤⑥番地区は、「廃食用油・金属類」の収集日の都合上、早めの

受け取りにご協力をお願い申しあげます。 

 ４ 配布枚数 各自治会の資源物集積場所数のうち必要な枚数をお申しつけください。 

 ５ 掲示期間 令和３年１月 25日㈪から令和３年９月 30日㈭まで 

 

 

 茅ヶ崎市環境部環境事業センター業務担当  

 ［住 所］〒253-0071 茅ヶ崎市萩園 1085番地 

 ［電 話］0467-57-0200 

 ［F A X］0467-86-6833 

［E-mail］kankyoujigyou@city.chigasaki.kanagawa.jp 

令和３年１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料３－２ 

環境部 資源循環課 
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資源回収推進地域補助金の見直しについて 

 

１ 令和３年度当初予算について 

  12月下旬に行われた予算査定の結果、この補助金に関しては、次の表１のとおりとなりました。現

時点では、これまで同様の補助率（単価）となっています。 

  ［表１］ 

 R2（2020） R3（2021） 

補助率（単価） \2.5/㎏ \2.5/㎏ 

当初予算額 \35,250,000 \38,160,880 

  ※ 15,264,352 ㎏（R3年度の 5品目排出量見込み）×￥2.5＝￥38,160,880 

 

２ 課題 

  本市の財政は、昨年度末に策定された『財政健全化緊急対策』で示されたとおり、極めて厳しい見

通し（表２参照）となっており、このことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大による市税収入の

減についても甚大かつ長期的なものになることが想定されている状況です。また、補助開始当時から

資源化に要する費用は経年で上昇（図１参照）を続けていることから、この補助金の補助率（単価）

を速やかに見直さなければならないと考えています。 

［表２：長期財政見通し（単位：億円）］ 

 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

歳出（A） 712 729 728 736 743 743 748 751 754 753 

歳入（B） 681 686 689 691 693 695 695 697 699 698 

差引（B-A） -31 -43 -39 -45 -50 -48 -53 -54 -55 -55 

 

［図１］ 

 

 

  

▶ 資源化に要する費用は現在、この補

助金を開始した当初（H19）と比べて、

約 2.5倍となっている。 

 

令和３年１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料３－３ 

環境部 資源循環課 
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３ 今後の補助率（単価）について（図２参照） 

  上述の課題を踏まえ、令和４（2022）年度の補助率（単価）は\2.0/㎏で予算要求を行いたいと考

えています。また、令和５（2022）年度以降の補助率（単価）についても、引き続き協議を進めさせ

ていただきたいと考えています。 

［図２］ 

 

 

▶ R3 年度の予算額（\38,160,880）で

は、１自治会あたり平均で￥282,673

の補助額となる。 

 

▶ R4 年度に補助率（単価）が\2.0/㎏

になると、１自治会あたり平均で

\226,138 となる。 
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令和３年１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料４－１ 

企画部 秘書広報課 

 

令和３年度広報紙・市議会だよりの配布について 

 

昨年１２月９日のまちぢから協議会連絡会１２月定例会では皆様の考えをお聞かせいた

だき心より感謝申し上げます。お寄せいただきました多数の御意見を踏まえて財政部局と

協議をした結果をご報告いたします。 

広報ちがさき令和３年５月１日号以降、月１回の配布を自治会の皆様にお願いさせてい

ただきたく思います。 

また、広報紙等配布手数料につきましては１世帯あたり年額２００円が査定金額となる

予定です。(従来の手数料額は月２回発行で年額２８０円です。) 

緊急事態宣言が再発令されるなど、長期にわたる感染症対策が必要不可欠だと想定され

ます。令和３年５月１日号から広報配布人の皆様に御支援いただくにあたって、次の３点

に御配慮・御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

① 万全の感染症対策 

資料４－２「広報紙・議会だより配布作業に関するガイドライン(案)」を参考に、

新しい生活様式として示されている三密(密接・密集・密閉)の回避や飛沫感染の予防

対策などに御協力をお願いします。  

 

② 可能な限り全市民への配布 

   コロナ禍で全市民へ情報を確実に届けることの重要性が浮き彫りになったことや、

地方自治法で全市民に役務を提供する必要があるとされていることから、今年度委託

業者が配布している数と同数である 104,400 部と同程度となるよう自治会未加入世帯

を含めた配布に御協力をお願いします。 

あわせて秘書広報課に未配布の問い合わせがあった際には、該当の自治会長様に情

報提供いたしますので、ご活用いただきますようお願いします。配布部数の申請に関

しては２月中に御案内できるよう調整しております。 

   参考 1発行あたり配布世帯数の概算 

今年度:104,400部(前年度比+20,000部)  

昨年度:84,400部 

 

③ 広報配布人様等への周知 

   現在、自治会による配布の再開は５月１日号からお願いしたいと考えており、配送

業者から自治会指定配送場所へは４月中旬を予定しています。つきましては、お手数

ですが、配布再開時期等について広報配布人様への周知をお願いします。 

 

※なお、本内容は広報ちがさき・市議会だよりに関する事項です。その他の市発行物に

つきましては各担当課で個別に整理し、必要に応じて御相談等をさせていただきます。 

 

事務担当 秘書広報課広報担当 

電話 0467-82-1111(内線 1552) 
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令和３年１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料４－２ 

企画部 秘書広報課 

広報紙・議会だより配布作業に関するガイドライン(案) 

 

①環境の整備 

１． 人との接触を避け、対人距離を確保する 

互いに手を伸ばして届かない十分な距離(1.5m)をとる。 

ただし、整列等は 1m間隔も可能とする 

 

２． 「三つの密」（1：密閉空間、2：密集場所、3：密接場面）を避ける 

※換気の出来ない部屋の利用を避ける 

 

３． 飛沫感染防止のためマスクの着用を徹底する 

マスクを外しての会話はしない 

 

４． 1人当たり 2．25平方メートル(対人距離 1．5m)を基準に、施設の定員を超えないよ

うにし、できるだけ少人数での作業とする。 

 

５． 換気を十分に行う。(目安：30分に 1回以上) 

   ※風の流れができるよう 2方向の窓を、1回・数分間程度全開にする 

   ※窓が少ない場合は、入口のドアや換気扇、扇風機を活用する  

 

②一人ひとりの取り組み 

１． 手洗い・手指の消毒を徹底する 

※手指消毒液がない場合は、石鹸を使用し手洗いを実施する 

 

２． マスクを着用する 

   ※熱中症を避けるため、夏場のマス ク着用は強制しない（対人距離を確保 

すること） 

 

３． 咳エチケットを遵守する 

 

③作業日の確認事項 

 作業前に次の事項を確認し、該当する場合は実施を控えてください。 
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また、氏名・住所・電話番号・当日の対応を記入した「作業参加者名簿」を作業前に作

成してください。 

 

１． 原則 37.0度以上の発熱がある場合 

※37.0度未満でも平熱比が 1度以上ある場合を含む 

 

２． 息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 

 

３． 咳・咽頭痛などの症状がある場合 

 

 

 

 

このガイドラインは、令和３年４月１日から適用する 
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自治会数、加入世帯数による増減あり

当面の間、休止

湘北地区のみ

自治会数、加入世帯数による増減あり

6

前年並み

0

前年並み

100,000

前年並み

自治会運営交付金

自治会館設置費等補助金

自治会館賃借料補助金

地区自治会連合会等補助金

自治会長行政連絡調整手数料

2

3

4

5

11 減額 人件費、視察研修費を一部削減

認定コミュニティ運営等助成金
（まちぢから協議会）

認定コミュニティ特定事業助成金
（まちぢから協議会）

審査継続中

地域コミュニティ設置運営補補助金
（湘北地区）

認定コミュニティ運営等助成金
（海岸地区）

前年並み

前年並み

まちぢから協議会連絡会補助金

7

8

前年並み

9

10

1

まちぢから協議会連絡会委員謝礼 前年並み

市民自治推進課が所管する補助金等

補助金等の名称 見込み 備考

令和３年１月１３日

まちぢから協議会連絡会 資料

総務部 市民自治推進課
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